
　消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による危険物の取扱作業

の保安に関する講習を次により実施します。

１　講習の日時・場所　　　Ｐ４～Ｐ５のとおりＰ４～Ｐ５のとおり

２　受講対象者

　　危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物の取扱作業に従事する危険物

　取扱者

　　なお、受講義務のない方でも免状所持者で受講を希望する方は受講できます。

３　受講期限

 (1)　継続して危険物の取扱作業に従事している方

　　　前回の講習を受けた日以後における最初の４月１日から３年以内に受講しなけれ

　　ばなりません。

　　　※　令和５年４月１日から令和６年３月３１日の間に受講した方で、令和８年

　　　　３月３１日までに受講していない方は、今年度が受講期限となります。

 (2)　危険物の取扱作業に新たに従事する方又は再び従事することとなった方

　　　危険物の取扱作業に新たに従事することとなった日又は再び従事することとなっ

　　た日から１年以内に受講しなければなりません。

 (3)　上記(2)の方のうち､従事することとなった日前２年以内に免状の交付又は講習を

　　受けている方

　　　免状の交付日又は講習を受けた日以後における最初の４月１日から３年以内に受

　　講しなければなりません。

　　　※　受講義務者が受講期限内に受講しないときは、消防法第１３条の２第５項の

　　　　規定により、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります。

４　講習の区分

　※　移動タンク貯蔵所（タンクローリー）従事者は、Ａ又はＣで受講が可能です。

Ｃ その他（一般）  上記以外の危険物施設

令和８年度 危険物取扱者保安講習の受講案内

令 和 ８ 年 ４ 月

山 口 県

一般社団法人山口県危険物安全協会連合会

講習区分 従事している危険物施設

Ａ 給 油 取 扱 所  給油取扱所（移動タンク貯蔵所（タンクローリー）を含む）

Ｂ コ ン ビ ナ ー ト  石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設
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５　講習時間及び講習科目

※ 受講開始30～40分前を目途に開場予定です。

６　受講手続き

　　危険物取扱者保安講習受講申請書に必要事項を記入(記入要領等はＰ６～７参照)

　し、申請書裏面に受講手数料（非課税･山口県収入証紙５,３００円分）を貼って申請

　してください（申請の受付は、５月１２日（火）から開始します）。

　　※　山口県収入証紙は、令和８年９月末をもって販売終了となります。１０月以降の新しい手数

　　　料の納付方法については、別途山口県危険物安全協会連合会（以下「連合会」と称する）のホ

　　　ームページでお知らせします（１０月以降も、お手元に残っている証紙により申請は可能です）。

 (1)　受講申請書の配付場所（住所、連絡先等はＰ８参照）

　　①　各地区（市）の危険物安全協会等（県内各消防本部内）

　　②　県内の各消防本部、消防署、出張所等

　　③　連合会

 (2)　受講申請書の郵送を希望する場合

　　①　連合会あてに、次の②（折りたたみ可）及び③を同封して請求してください。

　　②　返信用封筒

　　　ア　封筒のサイズは、角６（縦223mm×横162mm）以上のサイズでお願いします。

　　　イ　返信用封筒にあなた（又は事業所）の住所、氏名を記入し、所定の郵便切手

　　　　を貼ってください。

　　③　連絡用紙等（メモ紙）

　　　　受講申請書の郵送を希望する旨及び必要部数を書いてください（例：申請書

　　　２部郵送希望)。

 (3)　受講申請書の提出先（住所、連絡先等はＰ８参照）

　　①　受講する会場が所在する地区（市）の危険物安全協会等へ提出してください。

　　②　郵送申請でも受付します。ただし、定員満了に至った日については、当日に

　　　持参された申請書を優先します。

 (4)　受付期限　

　　　原則として、受講を希望される講習実施日の４週間前までに提出してください。

　　　ただし、各会場とも定員に限りがあります（定員満了時には連合会のホームページで

　　お知らせします）。

14:00 ～ 16:00 危 険 物 の 火 災 予 防

午前・午後

危 険 物 関 係 法 令

危 険 物 の 火 災 予 防

危 険 物 関 係 法 令

講 習 時 間 講 習 科 目

午前の部
9:00 ～ 12:00
（３時間）

9:00 ～ 10:00

10:00 ～ 12:00

午後の部
13:00 ～ 16:00

（３時間）

13:00 ～ 14:00
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７　受講申請の取りやめ及び受講日時の変更

　　受講申請受付後の申請の取りやめ、返却はできません。

　　急病その他やむを得ない事情により受講日時を変更したい場合は、速やかに、申請

　書を提出した地区（市）危険物安全協会等又は連合会にご相談ください。

８　講習当日の注意事項

 (1)　講習当日は、受講票、危険物取扱者免状、筆記用具を持参してください。

 (2)　危険物取扱者免状は、講習開始前に回収し、講習終了後、講習修了の証明をした

　　ものをお返しします。

　　　なお、遅刻や早退などにより、所定の講習の一部を受講できなかったときは、受

　　講修了の証明ができないことがありますので注意してください。

 (3)　免状紛失や新規免状申請中、写真書換え申請中などで、危険物取扱者免状を持参

　　できない方は、会場で担当職員に申し出てください。

９　オンライン講習の実施

　　通常の対面による講習受講が困難な方のために、オンライン講習を下記のとおり

　実施する予定です（詳細は、別途ホームページでお知らせします）。

　　　【受付期間】　●第１回　　９月１日（火）～　９月１１日（金）

　　　　　　　　　　●第２回　１２月１日（火）～１２月１１日（金）

10　その他

 (1)　講習日程については、諸般の事情により変更したり講習を中止したりすることが

　　ありますので、申請する際には必ず連合会のホームページで最新の情報を確認して

　　ください。

　　　また、台風等の自然災害により、講習日の直前に講習日程を中止・変更する場合

　　もあります。そうした場合にも連合会のホームページを通じてお知らせします(台

　　風の場合には、前日のお昼頃までにはお知らせします）。

 (2)　下関市消防訓練センターには受講者用の駐車場がありません。

　　　　※ 漁協関係の会場にも、一般用駐車場のないところがあります。

 (3)　その他不明な点は、連合会又は最寄りの地区（市）危険物安全協会等（Ｐ８参照）

　　にお問い合わせください。

    ◎連合会のホームページ　 https://www.yamakiren.com

［普及啓発］

　　　危険物関係事業所の関係者等に対する安全教育や啓発の資料等については、(一

　　財)全国危険物安全協会のホームページをご覧ください。

  　　　  https://www.zenkikyo.or.jp
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